
 第 2 回 熊野川懇談会  

平成 17年 1月 29 日(土) 

4‐1 

資料４ 質問等の取扱いについて（庶務案） 

 

 

 

＜手続きの流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般から懇談会に寄せられた意見や資料の取り扱いは、委員長が判断する。 
（熊野川懇談会規約第 6 条 8 項）

取扱いの判断（分類・判断） 

【委員長】 

関係住民 

関係住民、傍聴者からの意見・要望・質問等 

対応・内容確認【庶務】 

内容確認 

回答作成方法の判断 

公開方法の判断 

懇談会への質問 懇談会への 
意見・要望 

関係機関への 

質問・要望等 

関係機関への転送 

【庶務】 

河川管理者等 

熊野川懇談会で公開 

【庶務】 

懇談会参考資料 

その他 

回答作成 

【委員長・委員・その他】
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取扱い内容 紀ノ川 大和川 揖保川 九頭竜川 円山川

１．委員会規約や細則での取り決めの有無      

○ 取り決め有り ○ ○    

○ 取り決めなし   ○ ○ ○ 

２．誰が対応しているのか      

○ 庶務が対応している ○ ○ ○  ○ 

○ 事務所が対応している    ○  

３．誰が取り扱いを判断しているか      

○ 委員長が判断している ○ ○ ○  ○ 

○ 事務所が対応している    ○  

４．どのように対応しているのか      

○ 議事に関係しないものは回答しない ○     

○ 全て本人に回答    ○ ○ 

○ まだ該当事例なし  ○ ○   

５．委員会における扱い      

○ 資料として配布する ○ ○ ○   

○ 資料として配布しない    ○ ○ 

６．質問及び回答の公開・非公開について      

○ プライバシーに考慮して全て公開 ○ ○ ○   

○ よくある質問は公開    ○  

○ 公開事例なし     ○ 

 

参考資料 他の流域委員会での質問等の取扱いについて 


